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令和 6年度の診療報酬改定に伴う「在宅医療情報連携加算」について 

 

当院では下記の ICTツール等を用いて事業所間で情報共有を行っております。 

多職種連携を円滑に行うことで、より一層患者様に寄り添った質の高い医療を提供できると考えております。 

患者さんに関わる医療・介護者（訪問医、訪問看護師、ケアマネジャーなど）が ICT という医療用のメッセンジ

ャーで情報を相互に送り合い、カルテのように情報を共有します。これまでは、情報のやり取りは電話と FAX が

主流で、情報共有に時間がかかっていましたが、今では患者さんの情報を迅速に、正確に伝えることができ、振

り返っての縦覧できるため、とても便利になりました。 

 

当院ではMCS（medical care station)という ICTを用いて関連職種との情報共有を行なっています。 

厚生局からの指示で、ICTで情報共有する関連機関を公開することになったため、主な連携機関を記します。た

だし、当該患者さんに関わる機関以外に、患者さんの許可なく情報を公開することはありません。 

 

【ICTシステム】 

・メディカルケアステーション（MCS） 

 

【主な連携機関】 

〈訪問看護ステーション〉 

・ホウカン TOKYO  

・東電 さわやかケア中野 

・ひなた訪問看護ステーション中野 

・訪問看護ステーションやごころ 

・上高田訪問看護ステーション 

・LE在宅・施設訪問看護リハビリステーション 明大前支店 

 

〈薬局〉 

・ひかり薬局 

 

〈居宅介護支援事業所〉 

・介護老人保健施設 中野すみれ苑 

 

 

ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。      

川島診療所所長  


